
議   第  ２８０  号   

平成２６年 ６ 月 ６ 日提出   

 

熊本市税条例の一部改正について 

 

熊本市税条例の一部を次のように改正する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史   

 

熊本市税条例の一部を改正する条例 

 

第１条 熊本市税条例（昭和２５年告示第８９号）の一部を次のように改正する。 

第１８条第２項中「外国法人」を「法の施行地に本店又は主たる事務所若しく

は事業所を有しない法人（以下この節において「外国法人」という。）」に、「その

事業が行われる場所で地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」と

いう。）第４６条の４に規定する場所をもって」を「恒久的施設（法人税法第２条

第１２号の１８に規定する恒久的施設をいう。）をもって、」に改め、同条第３項中

「令」を「地方税法施行令（昭和２５年政令第２４５号。以下「令」という。）」に

改める。 

第２５条の２第５項中「第２３条第１項第１６号」を「第２３条第１項第１７

号」に改める。 

第２７条の３中「１００分の１４．７」を「１００分の１２．１」に改める。 

第２７条の５の２第１項を次のように改める。 

所得割の納税義務者が、前年中に法第３１４条の７第１項第１号及び第２号に

掲げる寄附金又は次に掲げる寄附金若しくは金銭（県内に主たる事務所を有す

る法人若しくは団体に対するもの又は本市における教育若しくは科学の振興、

文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして

規則で定めるものに限る。）を支出した場合においては、法第３１４条の７第１

項に規定するところにより控除すべき額（当該納税義務者が前年中に同項第１

号に掲げる寄附金を支出した場合にあっては、当該控除すべき金額に特例控除
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額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。）をその者の第２７

条の２及び前条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

この場合において、当該控除額が当該所得割の額を超えるときは、当該控除額

は、当該所得割の額に相当する金額とする。 

(1) 所得税法第７８条第２項第２号の規定に基づき財務大臣が指定した寄附金 

(2) 所得税法施行令（昭和４０年政令第９６号）第２１７条第１号に規定する

独立行政法人に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連する

ものに限る。） 

(3) 所得税法施行令第２１７条第１号の２に規定する地方独立行政法人に対す

る寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(4) 所得税法施行令第２１７条第２号に規定する法人に対する寄附金（法第 

３１４条の７第１項第２号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目的であ

る業務に関連するものに限る。） 

(5) 所得税法施行令第２１７条第３号に規定する公益社団法人及び公益財団法

人（所得税法施行令の一部を改正する政令（平成２０年政令第１５５号）附

則第１３条第２項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正前の

所得税法施行令第２１７条第１項第２号及び第３号に規定する民法法人を含

む。）に対する寄附金（当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限

る。） 

(6) 所得税法施行令第２１７条第４号に規定する学校法人に対する寄附金（当

該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(7) 所得税法施行令第２１７条第５号に規定する社会福祉法人に対する寄附金

（法第３１４条の７第１項第２号に掲げるものを除く。当該法人の主たる目

的である業務に関連するものに限る。） 

(8) 所得税法施行令第２１７条第６号に規定する更生保護法人に対する寄附金

（当該法人の主たる目的である業務に関連するものに限る。） 

(9) 所得税法第７８条第３項に規定する特定公益信託の信託財産とするために

支出した金銭 

(10) 租税特別措置法（昭和３２年法律第２６号）第４１条の１８の２第２項

に規定する特定非営利活動に関する寄附金（その寄附をした者に特別の利益
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が及ぶと認められるものを除く。） 

第３２条の６の２第１項中「を当該年度の」の次に「初日の属する年の」を加

え、同項第１号を削り、同項第２号を同項第１号とし、同項第３号を同項第２号と

する。 

第３２条の６の５第１項中「当該年度の前年度において第３２条の６の２第１

項の規定により特別徴収の方法によって徴収された年金所得に係る特別徴収税額に

相当する額」を「当該特別徴収対象年金所得者に対して課した前年度分の個人の市

民税のうち当該特別徴収対象年金所得者の前々年中の公的年金等に係る所得に係る

所得割額及び均等割額の合算額（当該特別徴収対象年金所得者に係る均等割額を第

３２条の３第１項の規定により特別徴収の方法によって徴収した場合においては、

前々年中の公的年金等に係る所得に係る所得割額）の２分の１に相当する額」に改

める。 

第３２条の７第２項中「法の施行地に」の次に「本店若しくは」を加え、「法の

施行地外にその源泉がある所得について」を削り、同条第５項中「第７４条第１

項」の次に「又は第１４４条の６第１項」を加え、「第１４５条」を「第１４４条

の８」に、「本項」を「この項」に改める。 

第３４条第１項中「第７４条第１項」の次に「又は第１４４条の６第１項」を

加える。 

第４０条の３及び第４０条の５中「第１０号の７」を「第１０号の９」に改め

る。 

第６４条第１号ア中「１，０００円」を「２，０００円」に改め、同号イ中

「１，２００円」を「２，０００円」に改め、同号ウ中「１，６００円」を 

「２，４００円」に改め、同号エ中「２，５００円」を「３，７００円」に改め、

同条第２号を次のように改める。 

(2) 軽自動車及び小型特殊自動車 

ア 軽自動車 

二輪のもの（側車付のものを含む。） 年額 ３，６００円 

    三輪のもの 年額 ３，９００円 

四輪以上のもの 

     乗用のもの 
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      営業用 年額 ６，９００円 

      自家用 年額 １０，８００円 

  貨物用のもの 

      営業用 年額 ３，８００円 

      自家用 年額 ５，０００円 

専ら雪上を走行するもの 年額 ３，６００円 

イ 小型特殊自動車 

    農耕作業用のもの 年額 ２，４００円 

    その他のもの 年額 ５，９００円 

第６４条第３号中「４，０００円」を「６，０００円」に改める。 

附則第４条の２中「第４０条第３項後段（同条第６項から第１０項まで」の次

に「及び第１１項（同条第１２項において準用する場合を含む。以下この条におい

て同じ。）」を加え、「公益法人等（同条第６項から第１０項まで」を「公益法人等

（同条第６項から第１１項まで」に、「を同法第４０条第３項」を「を同条第３

項」に、「租税特別措置法第４０条第６項から第１０項まで」を「同法第４０条第

６項から第１１項まで」に改める。 

附則第６条を次のように改める。 

第６条 削除 

附則第６条の２及び第６条の３を削る。 

附則第７条の４中「附則第１８条の２第１項」の次に「、附則第１８条の２の

２第１項」を加える。 

附則第８条第１項中「平成２７年度」を「平成３０年度」に改める。 

附則第１０条の２の見出し中「附則第１５条第２項第６号」を「附則第１５条

第２項第１号等」に改め、同条を同条第４項とし、同項の前に次の３項を加える。 

   法附則第１５条第２項第１号に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の

１とする。 

２ 法附則第１５条第２項第２号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の

１とする。 

３ 法附則第１５条第２項第３号に規定する市町村の条例で定める割合は、２分の

１とする。 
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附則第１０条の２に次の２項を加える。 

５ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は、３分の２と

する。 

６ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は、４分の３と

する。 

附則第１６条を次のように改める。 

（軽自動車税の税率の特例） 

第１６条 法附則第３０条第１項に規定する三輪以上の軽自動車に対する当該軽自

動車が初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定

を受けた月から起算して１４年を経過した月の属する年度以後の年度分の軽自

動車税に係る第６４条の規定の適用については、当分の間、次の表の左欄に掲

げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とす

る。 

第６４条第２号ア ３，９００円 ４，６００円 

６，９００円 ８，２００円 

１０，８００円 １２，９００円 

３，８００円 ４，５００円 

５，０００円 ６，０００円 

附則第１６条の３の見出し中「配当所得」を「配当所得等」に改め、同条第１

項中「及び次項」及び「おいて、当該上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の

翌年の４月１日の属する年度分の市民税について当該上場株式等の配当等に係る配

当所得につきこの項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第２５条の２第

４項に規定する申告書を提出したとき」を削り、「配当所得については、同条第１

項」を「利子所得及び配当所得については、第２５条の２第１項」に、「配当所得

の金額（以下」を「利子所得の金額及び配当所得の金額として令附則第１６条の２

の１１第３項で定めるところにより計算した金額（以下」に、「上場株式等に係る

配当所得の金額」を「上場株式等に係る配当所得等の金額」に、「課税配当所得」

を「課税配当所得等」に改め、同条第２項中「市民税」を「前項の規定のうち、租

税特別措置法第８条の４第２項に規定する特定上場株式等の配当等（以下この項に

おいて「特定上場株式等の配当等」という。）に係る配当所得に係る部分は、市民
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税の所得割の納税義務者が当該特定上場株式等の配当等の支払を受けるべき年の翌

年の４月１日の属する年度分の市民税について特定上場株式等の配当等に係る配当

所得につき前項の規定の適用を受けようとする旨の記載のある第２５条の２第４項

に規定する申告書を提出した場合に限り適用するものとし、市民税」に、「上場株

式等の配当等」を「特定上場株式等の配当等」に改め、同条第３項第１号中「配当

所得」を「配当所得等」に改め、同項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び

附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第２７条の５の２

第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の３第１

項に規定する上場株式等に係る配当所得の金額」と、同項前段」を「、第２７条の

５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」

とあるのは「所得割の額並びに附則第１６条の３第１項の規定による市民税の所得

割の額の合計額」と」を削り、同項第３号及び第４号中「配当所得」を「配当所得

等」に改める。 

附則第１６条の４第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第２７条の５の２第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１６条の４第１項に規定

する土地等に係る事業所得等の金額」と、同項前段」を「、第２７条の５の２第１

項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１６条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と」を削る。 

附則第１７条第３項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の

４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第２７条の５の２第１項中「山

林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１７条第１項に規定する長期

譲渡所得の金額」と、同項前段」を「、第２７条の５の２第１項前段」に改め、「、

同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１７条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１７条の２第１項及び第２項中「平成２６年度」を「平成２９年度」に

改める。 

附則第１８条第５項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の

４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第２７条の５の２第１項中「山
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林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条第１項に規定する短期

譲渡所得の金額」と、同項前段」を「、第２７条の５の２第１項前段」に改め、「、

同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の額並びに附

則第１８条第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」を削る。 

附則第１８条の２の見出し中「株式等」を「一般株式等」に改め、同条第１項

中「株式等に」を「一般株式等に」に、「第２５条の２及び第２７条の２」を「第

２５条の２第１項及び第２項並びに第２７条の２」に、「附則第１８条第６項」を

「附則第１８条第５項」に改め、「当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条

第１項第１６号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株

式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲渡

所得金額に係る所得の金額（第２５条の２第６項の規定により同条第５項の規定の

適用を受けないものを除く。）を除外して算定するものとする。」を削り、「第２項

第１号」を「次項第１号」に改め、同条第２項第１号中「株式等」を「一般株式

等」に改め、同項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７条の４」を

「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第２７条の５の２第１項中「山林所得

金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条の２第１項に規定する株式等

に係る譲渡所得等の金額」と、同項前段」を「、第２７条の５の２第１項前段」に

改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは「所得割の

額並びに附則第１８条の２第１項の規定による市民税の所得割の額の合計額」と」

を削り、同項第３号及び第４号中「株式等」を「一般株式等」に改める。 

附則第１８条の２の２を次のように改める。 

（上場株式等に係る譲渡所得等に係る個人の市民税の課税の特例） 

第１８条の２の２ 当分の間、所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第 

３７条の１１第１項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には、

当該上場株式等に係る譲渡所得等については、第２５条の２第１項及び第２項

並びに第２７条の２の規定にかかわらず、他の所得と区分し、前年中の当該上

場株式等に係る譲渡所得等の金額として令附則第１８条の２第５項に定めると

ころにより計算した金額（当該市民税の所得割の納税義務者が法第２３条第１

項第１７号に規定する特定株式等譲渡所得金額（以下この項において「特定株

式等譲渡所得金額」という。）に係る所得を有する場合には、当該特定株式等譲
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渡所得金額に係る所得の金額（第２５条の２第６項の規定により同条第５項の

規定の適用を受けないものを除く。）を除外して算定するものとする。以下この

項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。）に対し、上場株式

等に係る課税譲渡所得等の金額（上場株式等に係る譲渡所得等の金額（次項に

おいて準用する前条第２項第１号の規定により読み替えて適用される第２７条

の規定の適用がある場合には、その適用後の金額）をいう。）の１００分の３に

相当する金額に相当する市民税の所得割を課する。 

２ 前条第２項の規定は、前項の規定の適用がある場合について準用する。この場

合において、同条第２項中「附則第１８条の２第１項」とあるのは「附則第 

１８条の２の２第１項」と、「一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とあるのは

「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「第３７条の１０第１項」とあるの

は「第３７条の１１第１項」と読み替えるものとする。 

附則第１８条の２の３第２項中「同法第３７条の１１の３第２項に規定する上

場株式等」を「株式等」に改め、「取得をしたものと」の次に「、同項第２号に掲

げる贈与又は相続若しくは遺贈により払出しがあった非課税口座内上場株式等を取

得した市民税の所得割の納税義務者については、当該贈与又は相続若しくは遺贈の

時に、その払出し時の金額をもって当該非課税口座内上場株式等と同一銘柄の株式

等を取得したものと」を加える。 

附則第１８条の２の４から第１８条の２の６までを削る。 

附則第１８条の３を次のように改める。 

第１８条の３ 削除 

附則第１８条の４第２項第２号中「、附則第７条の３の２第１項及び附則第７

条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「、第２７条の５の２第１項中

「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条の４第１項に規定

する先物取引に係る雑所得等の金額」と、同項前段」を「、第２７条の５の２第１

項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１８条の４第１項の規定による市民税の所得割の額の合

計額」と」を削る。 

附則第１８条の４の２を削る。 

附則第１８条の４の３第２項第１号中「附則第１８条の４の３第１項」を「附
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則第１８条の４の２第１項」に改め、同項第２号中「、附則第７条の３の２第１項

及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」に、「附則第１８条の

４の３第１項」を「附則第１８条の４の２第１項」に、「、第２７条の５の２第１

項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第１８条の４の３第１

項に規定する条約適用利子等の額」と、同項前段」を「、第２７条の５の２第１項

前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得割の額」とあるのは

「所得割の額並びに附則第１８条の４の３第１項の規定による市民税の所得割の額

の合計額」と」を削り、同項第３号及び第４号中「附則第１８条の４の３第１項」

を「附則第１８条の４の２第１項」に改め、同条第５項第１号中「附則第１８条の

４の３第３項」を「附則第１８条の４の２第３項」に改め、同項第２号中「、附則

第７条の３の２第１項及び附則第７条の４」を「及び附則第７条の３の２第１項」

に、「附則第１８条の４の３第３項」を「附則第１８条の４の２第３項」に、「、第

２７条の５の２第１項中「山林所得金額」とあるのは「山林所得金額並びに附則第

１８条の４の３第３項に規定する条約適用配当等の額」と、同項前段」を「、第 

２７条の５の２第１項前段」に改め、「、同条第２項及び附則第７条の４中「所得

割の額」とあるのは「所得割の額並びに附則第１８条の４の３第３項の規定による

市民税の所得割の額の合計額」と」を削り、「附則第１８条の４の３第４項」を

「附則第１８条の４の２第４項」に改め、同項第３号中「附則第１８条の４の３第

３項」を「附則第１８条の４の２第３項」に改め、「に係る」の次に「利子所得の

金額又は」を加え、同項第４号中「附則第１８条の４の３第３項」を「附則第１８

条の４の２第３項」に改め、同条第６項中「附則第１８条の４の３第３項」を「附

則第１８条の４の２第３項」に改め、同条を附則第１８条の４の２とする。 

  附則第１８条の４の４を削る。 

附則第１８条の５を次のように改める。 

 第１８条の５ 第４０条の２の規定は、法第３４８条第２項第９号、第９号の２又

は第１２号の固定資産について法附則第４１条第３項の規定の適用を受けよう

とする一般社団法人又は一般財団法人について準用する。この場合において、

第４０条の２中「公益社団法人若しくは公益財団法人」とあるのは、「法附則第

４１条第３項に規定する一般社団法人若しくは一般財団法人」と読み替えるも

のとする。 
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附則第１８条の５の２中「附則第４１条第１５項各号」を「附則第４１条第９

項各号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第１５項」を「附則第 

４１条第９項」に改める。 

附則第２１条中「第１２項、第１６項から第２４項まで、第２６項、第２７項、

第２９項、第３３項若しくは第３８項」を「第１１項、第１５項から第２２項まで、

第２４項、第２６項、第３０項、第３５項若しくは第４０項」に改める。 

附則第２２条及び第２３条を削る。 

附則第２４条を附則第２２条とする。 

第２条 熊本市税条例の一部を次のように改正する。 

附則第１８条の２の３を削る。 

附則第１８条の５の２中「附則第４１条第９項各号」を「附則第４１条第８項

各号」に改め、同条第１号及び第２号中「附則第４１条第９項」を「附則第４１条

第８項」に改める。 

 

附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当

該各号に定める日から施行する。 

(1) 第１条中熊本市税条例第２７条の３の改正規定及び次条第８項の規定 平成

２６年１０月１日 

(2) 第１条中熊本市税条例附則第４条の２及び第１８条の２の３第２項の改正規

定、附則第２２条及び第２３条を削る改正規定並びに附則第２４条を附則第  

２２条とする改正規定並びに次条第２項及び第３項の規定 平成２７年１月１

日 

(3) 第１条中熊本市税条例第６４条の改正規定並びに附則第４条及び第６条（第

１条の規定による改正後の熊本市税条例（以下「新条例」という。）附則第１６

条に係る部分を除く。）の規定 平成２７年４月１日 

(4) 第１条中熊本市税条例第２５条の２第５項及び附則第１８条の４の３第５項

第３号（「に係る」の次に「利子所得の金額又は」を加える部分に限る。）の改
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正規定、第２条中熊本市税条例附則第１８条の５の２の改正規定並びに次条第

４項の規定 平成２８年１月１日 

(5) 第１条中熊本市税条例第１８条、第３２条の７、第３４条第１項及び附則第

１６条の改正規定並びに次条第７項、附則第５条及び第６条（新条例附則第  

１６条に係る部分に限る。）の規定 平成２８年４月１日 

(6) 第１条中熊本市税条例第３２条の６の２第１項及び第３２条の６の５第１項

の改正規定並びに次条第５項の規定 平成２８年１０月１日 

(7) 第１条中熊本市税条例附則第７条の４、第１６条の３（同条第３項第２号の

改正規定を除く。）、第１８条の２（同条第２項第２号の改正規定を除く。）及び

第１８条の２の２の改正規定、附則第１８条の２の４から第１８条の２の６ま

でを削る改正規定、附則第１８条の３の改正規定、附則第１８条の４の２を削

る改正規定、附則第１８条の４の３（同条第２項第２号（「附則第１８条の４の

３第１項」を「附則第１８条の４の２第１項」に改める部分を除く。）並びに同

条第５項第２号（「附則第１８条の４の３第３項」を「附則第１８条の４の２第

３項」に改める部分を除く。）及び第３号（「に係る」の次に「利子所得の金額

又は」を加える部分に限る。）の改正規定を除く。）の改正規定並びに附則第 

１８条の４の４を削る改正規定、第２条中熊本市税条例附則第１８条の２の３

を削る改正規定並びに次条第６項の規定 平成２９年１月１日 

(8) 第１条中熊本市税条例第４０条の３及び第４０条の５の改正規定 子ども・

子育て支援法（平成２４年法律第６５号）の施行の日 

（市民税に関する経過措置） 

第２条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中個人の市民税に関する部分は、

平成２６年度以後の年度分の個人の市民税について適用し、平成２５年度分までの

個人の市民税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第４条の２の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人の市民税につ

いて適用し、平成２６年度分までの個人の市民税については、なお従前の例による。 

３ 新条例附則第１８条の２の３第２項の規定は、平成２７年度以後の年度分の個人

の市民税について適用する。 

４ 平成２８年１月１日前に発行された所得税法等の一部を改正する法律（平成２５

年法律第５号）第８条の規定による改正前の租税特別措置法（昭和３２年法律第 
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２６号）第４１条の１２第７項に規定する割引債（同条第９項に規定する特定短期

公社債を除く。）について支払を受けるべき同条第７項に規定する償還差益に対し

て課する個人の市民税については、なお従前の例による。 

５ 新条例第３２条の６の２及び第３２条の６の５の規定は、平成２８年１０月１日

以後の地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第３１７条の２第１項に規定する公

的年金等（以下この項において「公的年金等」という。）に係る所得に係る個人の

市民税の特別徴収について適用し、同日前の公的年金等に係る所得に係る個人の市

民税の特別徴収については、なお従前の例による。 

６ 新条例附則第７条の４、第１６条の３、第１８条の２、第１８条の２の２及び第

１８条の４の２の規定中個人の市民税に関する部分は、平成２９年度以後の年度分

の個人の市民税について適用し、平成２８年度分までの個人の市民税については、

なお従前の例による。 

７ 次項に定めるものを除き、新条例の規定中法人の市民税に関する部分は、附則第

１条第５号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の市民税及び

同日以後に開始する連結事業年度分の法人の市民税について適用し、同日前に開始

した事業年度分の法人の市民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の市民

税については、なお従前の例による。 

８ 新条例第２７条の３の規定は、附則第１条第１号に掲げる規定の施行の日以後に

開始する事業年度分の法人の市民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人

の市民税について適用し、同日前に開始した事業年度分の法人の市民税及び同日前

に開始した連結事業年度分の法人の市民税については、なお従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第３条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中固定資産税に関する部分は、

平成２６年度以後の年度分の固定資産税について適用し、平成２５年度分までの固

定資産税については、なお従前の例による。 

２ 新条例附則第１０条の２第１項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得される

地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）第１条の規定による改

正後の地方税法（以下「新法」という。）附則第１５条第２項第１号に規定する施

設又は設備に対して課すべき平成２７年度以後の年度分の固定資産税について適用

する。 
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３ 新条例附則第１０条の２第２項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得される

新法附則第１５条第２項第２号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

４ 新条例附則第１０条の２第３項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得される

新法附則第１５条第２項第３号に規定する施設又は設備に対して課すべき平成２７

年度以後の年度分の固定資産税について適用する。 

５ 新条例附則第１０条の２第５項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得される

新法附則第１５条第３７項に規定する設備に対して課すべき平成２７年度以後の年

度分の固定資産税について適用する。 

６ 新条例附則第１０条の２第６項の規定は、平成２６年４月１日以後に取得される

新法附則第１５条第３８項に規定する機器に対して課すべき平成２７年度以後の年

度分の固定資産税について適用する。 

（軽自動車税に関する経過措置） 

第４条 新条例第６４条の規定は、平成２７年度以後の年度分の軽自動車税について

適用し、平成２６年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。 

第５条 新条例附則第１６条の規定は、平成２８年度以後の年度分の軽自動車税につ

いて適用する。 

２ 平成１５年１０月１４日前に初めて道路運送車両法（昭和２６年法律第１８５

号）第６０条第１項後段の規定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車

に対して課する軽自動車税に係る新条例附則第１６条の規定の適用については、同

条中「受けた月」とあるのは、「受けた月の属する年の１２月」とする。 

第６条 平成２７年３月３１日以前に初めて道路運送車両法第６０条第１項後段の規

定による車両番号の指定を受けた三輪以上の軽自動車に対して課する軽自動車税に

係る新条例第６４条及び新条例附則第１６条の規定の適用については、次の表の左

欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句と

する。 

新条例第６４条第２号ア ３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 
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３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

新条例附則第１６条の表以

外の部分 

第６４条 熊本市税条例の一部を

改正す る条例（平 成

２６年条例第  号。

以下こ の条におい て

「平成 ２６年改正 条

例」という。）附則第６

条の規定により読み替

えて適用される第６４

条 

新条例附則第１６条の表第

６４条第２号アの項 

第６４条第２号ア 平成２６年改正条例附

則第６条の規定により

読み替えて適用される

第６４条第２号ア 

３，９００円 ３，１００円 

６，９００円 ５，５００円 

１０，８００円 ７，２００円 

３，８００円 ３，０００円 

５，０００円 ４，０００円 

（都市計画税に関する経過措置） 

第７条 新条例附則第２１条の規定は、平成２６年度以後の年度分の都市計画税につ

いて適用し、平成２５年度分までの都市計画税については、なお従前の例による。 

２ この条例の施行の日から都市再生特別措置法等の一部を改正する法律（平成２６

年法律第３９号）の施行の日の前日までの間における新条例附則第２１条の規定の

適用については、同条中「、第３５項若しくは第４０項」とあるのは「若しくは第 

３５項」とする。 

 

（提出理由） 

  地方税法等の一部を改正する法律（平成２６年法律第４号）の施行等に伴い、法
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人の市民税の法人税割の税率の引下げ等を行うため、所要の改正を行う必要がある。 

  これが、この条例案を提出する理由である。 
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